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鳥
取
県
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
の
設
立
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
ー
鳥
取
県
円
の
他
の
町
村
及
び
市
町
村
の
1
部
事
務
組
合
と
職
員
に
対
す
る
退
職
手
当

の
支
給
に
関
す
る
事
務
を
共
同
処
理
す
る
た
め
'
次
の
と
お
り
規
約
を
定
め
'
鳥
取
県
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
を
設
立
す
る
も
の
と
す
る
｡

昭
和
三
十
六
年
三
月
†
⊥
　
日
提
出

鳥
取
県
患
郡
三
朝
町
長
坂
払
雅
己

瑠
上
要
十
1
h
 
'
年
三
月
三
日
原
審
可
決

宗
両
袖
･

三
朝
町
議
合
議
長
加
重
干
太
郎
開
聞
.
㌫
i
 
f
l

鳥
取
県
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規
約

第

一

草

　

　

総

　

　

　

則

(
名
　
称
)

第
　
7
　
条
　
こ
の
組
合
は
'
鳥
取
県
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
(
以
下
｢
組
合
｣
と
い
う
｡
)
と
い
う
｡

(
鮭
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
)

第
二
条
　
組
合
は
､
別
表
に
掲
げ
る
町
村
及
び
市
町
村
の
1
部
事
務
組
合
(
以
下
｢
組
合
町
村
｣
と
い
う
J
)
を
も
っ
て
組
織
す
る
0

(
共
同
処
理
す
る
事
務
)

第
三
条
　
知
合
は
､
親
合
町
村
の
職
員
に
対
す
る
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
務
を
共
同
処
理
す
る
L
J
と
を
目
的
と
す
る
｡



(
事
務
所
の
位
置
)

第
四
条
　
組
合
の
事
務
所
は
鳥
取
市
東
町
一
丁
臼
三
百
五
番
地
に
置
く
｡

第

　

二

　

章

　

　

議

　

　

　

会

(
讃
会
の
組
織
)

舞
五
条
　
組
合
の
議
会
の
議
員
の
定
数
は
別
表
に
掲
げ
る
町
村
の
数
と
し
.
W
の
町
村
の
長
を
も
っ
て
L
J
れ
に
充
て
る
0

第
六
条
　
組
合
の
議
会
は
､
組
合
長
を
も
っ
て
議
長
と
す
る
｡

2
　
組
合
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
組
合
長
が
欠
け
た
と
き
は
'
副
組
合
長
が
年
長
の
塀
に
L
石
議
長
の
職
務
を
行
も

第

三

章

　

　

勤

　

行

　

機

　

関

(
組
合
長
及
び
副
組
合
長
)

第
七
条
　
組
合
に
組
合
長
及
び
副
組
合
長
二
人
を
置
く
｡

2
　
組
合
長
は
.
鳥
取
県
町
村
会
望
芸
の
職
に
在
る
者
を
も
っ
て
,
J
れ
に
充
て
･
副
組
合
長
は
鳥
取
県
町
村
会
の
副
会
長
の
職
に
在
る
者

を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
｡

～
)
　
組
合
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
聖
口
長
が
欠
け
た
と
き
は
.
聖
ハ
条
第
二
項
の
例
に
よ
｡
副
組
合
長
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
O

(
職
　
　
員
)

第
八
条
　
組
合
に
東
員
そ
の
他
の
職
員
を
置
き
'
組
合
長
が
こ
れ
を
任
免
す
る
｡

(
監
査
委
員
)

第
九
条
　
組
合
に
監
査
委
員
三
人
を
置
く
C

2
　
監
査
委
員
は
ー
鳥
取
鬼
町
村
会
の
監
事
の
職
に
在
る
者
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
0

第
　
四
車
　
　
経
費
の
支
弁
方
法

(
経
費
の
支
弁
方
法
)

第
十
条
　
組
合
の
経
費
は
､
次
の
収
入
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
J

ノ



1
　
町
村
負
損
金

二
　
組
合
の
財
産
か
ら
生
す
る
収
入

三
　
そ
の
他
の
収
入

(
町
村
負
超
金
)

第
十
】
条
組
合
町
村
は
.
組
合
が
行
う
退
職
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
及
び
組
合
の
事
務
費
に
充
て
る
た
め
･
次
の
負
担
金
を
組
合
に
納

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

1
　
】
般
負
担
金
　
そ
の
職
員
の
給
料
月
坂
の
合
算
範
に
条
例
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額

二
　
特
別
負
担
金
　
そ
の
職
員
が
聖
ロ
か
ら
支
給
を
受
け
た
退
職
手
当
の
金
額
と
条
例
に
1
…
基
準
的
な
告
適
退
職
手
当
の
金
額
と
の
差
敬

三
　
事
務
費
負
担
金
髪
ロ
の
予
算
に
定
め
る
事
務
費
の
組
合
町
村
職
員
】
人
当
り
の
歓
に
そ
の
組
合
町
村
の
職
員
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

第

　

五

章

　

　

雑

　

　

　

則

(
設
立
後
加
入
町
村
及
び
脱
退
町
村
の
納
付
金
及
び
還
付
金
)

第
十
二
条
組
合
設
立
の
日
後
町
村
叉
は
市
町
村
の
蒜
か
務
組
合
が
禦
口
に
加
入
す
る
場
合
の
納
付
金
禁
組
合
町
村
が
禦
口
か
ら
脱
退
す

る
場
合
の
納
付
金
又
は
還
付
金
に
つ
い
て
は
､
条
例
で
定
め
る
O

附

　

　

　

　

則

こ
の
.
規
約
は
'
組
合
の
設
立
に
つ
き
許
可
を
得
た
目
か
ら
施
行
し
･
僻
和
三
十
六
年
四
月
盲
か
ら
適
用
す
る
D
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(
別
　
表
)

I
:
;
n
J
郎
　
　
同
相
町

八
一
∽
ー
邦
　
　
郡
家
町

気
:
.
i
L
印
紙
　
　
気
稀
町

束
仙
郷
　
　
羽
合
町

田
仙
郷
　
　
西
伯
町

T

E

野

郎

　

　

日

南

町

津
ノ
井
村

励
周
町

鹿
野
町

油

　

村

会
見
町

日
野
町

岩
美
町

河
原
町

青
谷
町

東
郷
町

岸
本
町

江
府
町

福
部
村

八
東
町
　
若
桜
町
　
用
瀬
町
　
佑
机
村
　
智
頭
町

三
朝
町
　
閑
金
町
　
北
条
町
　
大
栄
町
　
東
伯
町
　
赤
碕
町

伯
仙
町
　
日
吉
津
村
　
淀
江
町
　
大
山
町
　
名
和
町
　
中
山
町

浦
口
町

L
?
取
出
町
村
職
員
恩
給
組
合

鳥
取
娯
市
町
村
消
防
次
善
補
償
組
合

:
=
J
i
l
j
邦
1
中
学
校
組
合


